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1 意見書の趣旨 

 本意見書は放送法 4 条 1 項が定める番組編集準則の一つである公平原則(「政治的に公平

であること」(第 2号)および「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度

から論点を明らかにすること」(第 4 号))をめぐって、放送の自由の趣旨や日本のあり方な

どにつき特に視聴者の利益や権利の観点から、検討してみたいと考える。 

  

2 放送の自由と公平原則 

 (1) 放送の自由の二つの方向とモデル 

 先に記したように、日本では放送法によって放送事業者は番組編集に際し政治的な公平

と論点の多角的解明という公平原則が要請されているが、同様の原則は欧米でも一般に番

組基準の重要な一環として規律を受け、維持されてきた。しかしながら、こうした方式が唯

一の方法というわけではない。公平原則を制度化し、維持するヨーロッパでなお普遍的な伝

統的モデルがある一方で、1980 年代後半に規制緩和の流れのなかで、フェアネス・ドクト

リン(公正原則)という類似の規制原理(連邦通信委員会(FCC)の規則による)を撤廃してしま

ったアメリカ合衆国に典型的な別のモデルも生まれたからである。 

 二つのモデルの背景には、公平(公正)原則と放送の自由(メディアの自由(1)の一環をなす)

についての理解の相違がある(2)。ヨーロッパで支配的な方向では多様な言論の確保を重視

する放送の自由観から公平原則を原則的に擁護する一方、合衆国では政府からの介入、規制

の排除を本質とする放送の自由観から公正原則は放送の自由を侵害するものとみなされる

ことになる。 

 ヨーロッパのアプローチは、放送の自由をそれ自体自己目的的に把握するのではなく、言

論の自由という基本的な自由に奉仕するための制度的自由と捉える。つまり、情報の行き渡

った民主主義や多様な見解による生き生きとした議論などの自由な言論という目標を促進

する限りで保障された自由だとされる。したがってここでは、放送の自由を政府の介入から

の免除としてのみ捉えるのは不十分であり、逆に国家や商業的グループなどによる支配か

ら自由な言論を保護し、視聴者が多様な番組や見解そして少数者の意見などにアクセスし

うる利益を保障するために、放送の自由は番組基準などの立法措置を積極的に要請すると

解する。ここで強調されているのは、放送の自由の手段的、派生的性格であり、受け手の権

利の視点である。こうした自由観に立つと、公平原則は放送の自由の制約要素ではなく、そ

の促進措置として積極的に求められることになる。 



 合衆国で支配的なアプローチとモデルは、言論の自由を定める修正 1 条の下で放送の自

由とは、一般国法の制約には服しつつも、放送会社等の事業体がその欲するままに放送を行

う権利と把握する。ここでは、放送の自由とはテレビやラジオ上で話す個人的な権利と考え

られており、実際的にはそうした自由な言論の権利の行使は被免許者もしくはチャンネル

の所有者に属するとみなされる。ここで強調されているのは、それ自体が自己目的的な権利

としての性格であり、政府からの規制・介入を受けない被免許者による放送の自由の無制約

の自由という特質であり、送り手側の自由の視点である。こうした自由観に立つと、フェア

ネス・ドクトリンなどに基づく政府による番組規律は放送の自由を侵害し、許容されないと

判断されうることになる。 

  

 (2) 視聴者の利益と放送の自由から考える公平原則 

 放送の自由に関する二つの有力な方向・モデルの中で公平原則(公正原則)がどう位置づけ

られているのかは明らかである。ヨーロッパで支配的な放送の自由観の中での公平原則は、

視聴者と公衆の利益の観点からの番組基準規律であり、番組基準は番組に際しての視聴者

の利益を保護している。これに対して、フェアネス・ドクトリンを廃止した合衆国のアプロ

ーチでは、こうした視聴者の利益が無視されることは受け入れがたいことになるし、公衆の

利益を無視しての被免許者による番組放映の無制約の自由は言論の自由の特質というより

一種の財産権のようにみなされると厳しく批判されている(3)。また、ヨーロッパでは、公

平原則を含む番組基準について、放送の自由は意味を失い、言論の自由も存在しないとはほ

ぼ論じられていないとも指摘されている(4)。 

 ここから見ると、放送の自由は基本的にはヨーロッパのアプローチのように放送の受け

手である市民と視聴者の利益を重視し、その観点から把握されるべきであり、こうした自由

理解からすれば、公平原則の維持には十分な根拠と正当性が認められる。しかしながら、公

平原則が放送の規律原理として普遍性をもちうる重要な原則だと捉えるとしても、そこに

は放送の自由を支える番組編集の自由などの見地からおのずから一定の限界が存するのも

否定できない。欧米の経験も踏まえると、公平原則が制度化され、維持されるためには多く

の条件やルールが満たされなければならないが(5)、特に日本の文脈で考える上では公平原

則の規制機関のあり方が重要なので、次節で論じたい。 

  

3 日本の公平原則規制の問題性 

 2016 年 2 月、高市早苗総務相(当時)は放送局が政治的公平性を欠くと判断した場合、放

送法 4条違反を理由に電波法 76条に基づいて電波停止を命じる可能性を表明し、総務省も

同大臣の国会答弁を追認した(6)。公平原則を維持してきたヨーロッパでも(フェアネス・ド

クトリンを撤廃した以前の合衆国も含め)、公平原則を含む番組基準を法令等で示すだけで

なくその実施を履行させ、違反に対して公平性等を判定し、放送停止も含め制裁措置をとる

ための独立的な規制機関(7)が存在してきたのも確かである。 



 しかしながら、日本の場合先のような制裁措置を取ることは妥当であり、正当化できるの

か、根本的に疑問がある。というのは、放送の自由や政府による恣意的な介入排除などの観

点から公平原則の規制機関は政府から独立した機関であることが不可欠であり、日本には

こうした独立した機関はなく、総務大臣が率いる政府の一行政機関が規制権限を直接担う

ことになるので、本来求められるべき公正原則を実施、強制するための組織的、制度的条件

を満たしていないからである。 

 政府の一角を構成する行政権力そのものである総務省という一省庁が、免許付与をはじ

め番組内容規制を含む広範な規制権限を行使し、放送行政を支配するというこの国の現行

システムは先進諸国ではきわめてまれな、異例の事態だということになる。現に、比較の観

点からも欧米の放送制度を検討する研究はいずれも、放送を規律する機関は、多かれ少なか

れ政府とは別個の何らかの「特別な機関」(8)、もしくは「独立的な機関」(9)であることが

普遍的な仕組みであると論じている。 

 それではなぜ、欧米のほとんどの諸国が、放送規律の主要局面を通常の政府や行政官庁に

委ねることをしないで、特別の機関、とりわけ政府から独立した機関や第三者的な機関、あ

るいは専門的な機関を設置し、対処しようとしてきたのか。ある論者は、こうした放送規制

機関の特別な重要性の根拠を「基本的な権利と自由に関わるという、扱う問題のセンシティ

ブな性格」(10)に求めているが、これをやや敷衍すれば、放送という営みがすぐれて人間の

精神活動に関わり、民主主義を支える言論や価値の多元性に関係し、そうした言論・報道・

放送の自由に密接に与っていることへの深い配慮からだということになろう。 

 このことは、放送規制機関のあり方は、単なる政策問題としてではなく、放送の自由に関

わる憲法次元の問題としてとらえるべきことを求めている。この点につき、E・バレントに

よれば、放送の自由には国家もしくは政府のコントロールからの自由が含まれ、この自由は

政府による番組への検閲の禁止を包含するが、これを越えて「放送(規制)規制機関が政府か

ら真に独立していること」まで要請しているかについては議論の余地があると指摘してい

る(11)。 

ここで問われているのは、放送規制機関の政府からの「真の」独立性の確保を放送の自由

の一要素として構成しうるか否かであるが、ここでは政府とは別個の「特別な」、「独立的な」

機関が必要であることは自明の前提とされているのに加えて、少なくともそうした機関が

放送の自由の憲法原理により適合的なシステであることを否定するのは困難である。この

ように考えると、独立行政委員会たる電波監理委員会を廃止し、免許を含む放送行政権限が

総務省に集中する現行制度には、放送の自由を侵害する違憲の疑いがあり、その下で公平原

則について総務相が放送停止等の制裁を科すことはとうてい許されず、正当化しえないと

言わなければなるまい。 

 

4 公平原則の執行・制裁・実現と視聴者 

 公平原則を基礎づけ、放送の自由を枠づける視聴者の私益の担い手である視聴者は、日本



も含む自由で民主的な制度とその憲法のなかでは、主権者である国民と重なり、言論と情報、

メディアとの関りからすれば、表現の自由と知る権利という人権の享有主体でもある。この

観点からすれば、番組への苦情申立や反論権を制度的に進めたり、公平原則の執行・制裁と

実現についても後述するように、訴訟による救済の可能性も含め、視聴者の関与を強めるな

ど、さまざまな形で放送への視聴者・市民の参加とアクセスを広げる方途が探求されるべき

で、現に欧米ではそうした努力が積み重ねられてきたし(12)、日本でも自主規制的な制度化

も含め、一部取り組まれてきたところもある(13)。 

 公平原則が放送局によりその基準を満たすことができない場合には、公平原則違反の有

無を判定し、制裁を科すメカニズムが求められ、先に記したように、欧米では独立的な規制

機関が用意され、運用にあたってきた。ただし、過度に詳細で厳格な基準化とその執行には 

放送の自由を侵害するおそれが生ずる一方で、公平原則の執行と制裁の運用の有効性に疑

問も示されてきて、特に、免許取り消し等の重大な制裁はほとんど発動してこなかったし、

裁判所が規制機関の行政上の裁量に介入することも躊躇してきたと指摘されている(14)。し

かしながら、イギリスでは番組基準に関して、不快な表現と国民投票前の見解の不均衡(バ

ランス)について市民による提訴を認め、司法判断が示され、合衆国では放送免許更新の際

の市民の裁判参加を認めた(15)。いずれも、公平(公正)原則の執行、制裁の過程あるいは局

面で視聴者・市民が関与する点で、積極的な意義を示す例ではある。 

 公平原則の執行、制裁について独立的な規制機関がなく、正当な規制権限を欠いている日

本の文脈からすると、なおさら、視聴者・市民が裁判という形で司法救済を求め、公平原則

の実現に関与することはきわめて重要であると考えられる。 
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